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第１章 計画の趣旨                                        

令和７年６月、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を

改正する法律（令和７年法律第６８号。）が公布され、令和８年４月１日（一部の規定については、公

布の日又は令和８年１月１日）から施行される。これにより、公立の義務教育諸学校等の教育職員

の給与等に関する特別措置法（昭和４６年法律第７７号。以下「給特法」という。）第８条が新設され、

教育委員会は、文部科学大臣が給特法第７条に基づき定める指針に即して、業務量管理・健康確

保措置実施計画を定めることが義務づけられた。 

近年、学校を取り巻く課題は複雑化・多様化しており、社会における学校の役割は増大する傾向

にある。そのような状況の中、教員が、本来担うべき学習指導・生徒指導に注力し、その専門性を

十分に発揮できるようにすることが喫緊の課題である。子どもたちにとって最大の教育環境は教員

であり、教職の魅力は、人を育てる専門職としての仕事を通して得られるものである。 

本計画は、教員をはじめとした教育職員が、心身ともに健康で、学び続け、専門職としての使命

感と誇りをもって教育に携わることができるよう、業務量の適切な管理と健康確保を図ることを目的

に策定する。本計画の推進により、「第２期高槻市教育振興基本計画（令和３年度から令和１２年度

まで）」に基づいた教育を着実に進め、「人や社会とつながり、学び続け、よりよい自分と社会を創る」

成熟した市民の育成を目指すものである。 

なお、本計画は、給特法第２条第２項に規定する教育職員すべてを対象とするものとする。それ

以外の職員（府費負担の学校事務職員及び臨時技師、市費負担の校務員及び調理員）について

は、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第３６条に基づく「時間外・休日労働に関する協定（３６協

定）」における時間外労働の限度時間が適用されることに留意した上で、業務量の適切な管理や健

康及び福祉の確保を図るものとする。 

 

 

１ 本計画における用語や表記の定義 

（１） 職員 

教職員 教育職員、学校事務職員、栄養職員、技能職員（校務員・調理員）等 

教育職員 

①管理職（校長・教頭） ②首席・指導教諭 ③教諭 

④指導養護教諭、養護教諭 ⑤指導栄養教諭、栄養教諭 

※いずれの職も教育職給料表が適用される府費負担の臨時的任用及び任期付採用職

員、並びに市費負担の任期付教育職員を含む。 

教員 教育職員のうち②及び③ 

 

（２） 在校等時間 

在校時間 在校している時間 

加える 

時間 

①校外において職務として行う研修や児童生徒の引率等の職務に従事している時間 

②在宅勤務制度に基づいた時間 

除く 

時間 

①勤務時間外における自己研鑽及び業務時間外の時間（自己申告による） 

②休憩時間 
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[時間外在校等時間の例]  

 

 

 

 

 

 

 

 

「超勤４項目（※）」以外の業務を行う時間も含め、教育職員が学校教育活動に関する業務を行って

いる時間として外形的に把握することができる時間を「在校等時間」とし、勤務時間管理の対象とす

る。なお、「時間外在校等時間」は、「在校等時間」から「所定の勤務時間」をひいた時間とする。 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 本市の取組と現状                                        

１ 主な取組 

本市では、平成２５年度の学校問題解決チームの設置をはじめ、部活動ガイドラインの策定、 

自動応答電話の導入など、教育職員が子どもと向き合う時間を確保し、教育の充実や課題解決を

図るための環境整備を進めてきた。 

また、令和２年３月には、「高槻市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

規則(昭和４１年教委規則第５９号。以下「市規則」という。)」において、教育職員の時間外在校等時

間の上限を、原則として「月４５時間以内、年間３６０時間以内」と定め、教育職員の在校等時間の

管理及びその時間の縮減に向けて、校務支援システムの導入等、様々な施策を総合的に実施して

きた。 

令和7年度までに実施した主な取組 

平成25年度 学校問題解決チームの設置 

平成28年度 出退勤システムの導入 

平成29年度 一斉退校日の設定 

平成30年度 
夏季休業中の学校閉庁日の設定 

部活動ガイドラインの策定 

令和元年度 自動応答電話の導入 

令和3年度 校務支援システムの導入 

令和5年度 給食費の公会計化 

令和7年度 

法務相談体制の整備 

自動採点システムの導入（中学校）・業務システムの再構築 

自動応答電話の時間変更 

部活動終了時刻の統一、部活動の地域展開の推進（試行実施開始） 

 

所定の勤務時間 

出勤 退勤 

出勤記録打刻 退勤記録打刻 【加える時間】 

・校外の研修や児童生徒の引率等の時間 ・在宅勤務制度に基づいた時間 

【除く時間】 

・所定の勤務時間外に行う自己研鑽の時間 ・休憩時間 

所定の勤務時間外 所定の勤務時間外 

※「超勤 4 項目」 公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令(平成 15 年政令第 484 号）抜粋 

2 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要

があるときに限るものとすること。 

イ 校外実習その他生徒の実習に関する業務 

ロ 修学旅行その他学校の行事に関する業務 

ハ 職員会議（設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。）に関する業務 

ニ 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務 

8:30 17:00 
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２ 支援スタッフ等の配置 

学校を取り巻く複雑・多様化する課題に対して、学校が組織として教育活動に取り組むことができ

る体制を整備する必要があることから、教員とは異なる知見を持つ外部人材や、スクールカウンセ

ラー、スクールソーシャルワーカー等の専門家など、以下の支援スタッフ等を配置してきた。  

 

名称 主な職務内容等 令和7年度配置状況 

スクール 

カウンセラー 

児童生徒及び保護者に対する心理的支援を

行うとともに、学校における教育相談体制の

充実を図る。 

全小中学校 

計22名 

スクール 

ソーシャル 

ワーカー 

問題・課題を抱える児童生徒が置かれた社会

的要因・背景などの環境に対して働きかけ、

関係機関等との連携を図る。 

全小中学校 

計6名 

不登校等支援員 

校内教育支援センター等において、不登校か

ら学校復帰する段階にある児童生徒や、不登

校の兆候がみられる児童生徒への相談支

援、学習支援、家庭訪問等を行う。 

※中学校区に2名配置 

全小中学校 

計36名 

特別支援教育 

支援員 

支援を必要とする児童生徒の状況に応じ、医

療的ケア活動支援員、学校生活介助支援員、

学習活動支援員を配置し、支援を行う。 

全小中学校 

計141名 

校区学校司書 
学校図書館の整備・運営や児童生徒への読

書指導・学習指導の支援等を行う。 

※中学校区に1名配置 

全中学校区 

計18名 

読書活動協力員 
学校図書館における図書の整備・貸出等の読

書活動推進に係る業務を行う。 

全小中学校 

計59校 

教員業務支援員 

教員が児童生徒への指導や教材研究により

一層注力できる環境を整備するため、学習プ

リント等の準備や電話対応等、教員が担って

いる業務の支援を行う。 

中学校：全18校 

小学校：6校 

※地域住民等の参画を得て、教育活動を支援するもの 

地域学校 

協働活動推進員 

地域と学校の連絡調整、情報共有を担い、地

域学校協働活動の企画・調整・運営等を行

う。また、地域住民と学校との協働活動を呼び

かける。 

※中学校区に1名配置 

全中学校区 

計18名 

学校教育活動 

サポーター 

学校教育に係る取組を学校と協働して支援す

る。 
約1,400名 

地域クラブ指導者 休日における地域クラブ活動の指導を行う。 
中学校：4校 

計14名 

日本語指導 

協力員 

日本語が必要な児童生徒に対する学習面・生

活面の教員の指導及び保護者との教育相談

等に協力する。 

※必要に応じて配置 

計27名 
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３ 現状 

このような取組の結果、本市における教育職員の時間外在校等時間の状況は、令和４年度から 

令和６年度は以下のとおりであった。 

 

【高槻市立学校における教育職員の時間外在校等時間の推移】 

 項目 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

① 
年間の時間外在校等時間 

（1人あたりの平均） 
430 時間 24 分 410 時間 51 分 388 時間 23 分 

② 
月の時間外在校等時間 

（1人あたりの平均） 

小 26 時間 35 分 

中 53 時間 22 分 

小 25 時間 07 分 

中 51 時間 19 分 

小 23 時間 35 分 

中 48 時間 32 分 

③ 
年間の時間外在校等時間が 

360時間を超える人数 
1,020人 970人 905人 

④ 
年間の時間外在校等時間が 

720時間を超える人数 
324人 285人 254人 

⑤ 
月の時間外在校等時間が 

45時間を超える人数（※） 
1,126人 1,077人 1,024人 

※当該年度中に、１度でも月の時間外在校等時間が４５時間を超えたことがある教育職員の人数 

 

（１） 時間外在校等時間については、小中学校とも減少の傾向にあるものの、中学校は、給特法指

針及び市規則が示す１か月の上限時間の月平均４５時間を上回る状況が続いており、依然とし

て在校等時間が長時間に及ぶ状況が見られる。 

   とりわけ、小中学校共に、児童生徒に係る臨時的な特別の事情がある場合の上限時間として、

給特法等が示す１年間の時間外在校等時間が７２０時間を上回る状況については、早急に改

善に向けて取り組む必要がある。 

 

（２） 教育職員の負担軽減に向け、多様な人材の効果的な配置、教育ＤＸの推進など、働く環境の

整備に引き続き取り組むとともに、子どもたちのよりよい教育のために、学校・行政・保護者・地

域などすべての関係者が、本計画に基づき、教育職員の業務量や健康及び福祉の確保に係る

現状を共有し、一体となって取組を推進する必要がある。 

 

■市規則で定める上限時間 

原則 例外（※） 

単月45時間 単月100時間未満 

年間360時間 年間720時間 

 複数月平均80時間 

45時間を超える時間外在校等時間となる月は年間６月まで 

※教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、 

一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合 
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第３章 目標                                             

１ 目指す教育職員の姿 

・教育職員が心身ともに健康な状態で学び続け、子どもたちのよりよい教育の実現に向けて、 

専門性を十分に発揮できる。 

・教育職員が自らの仕事を通してやりがいや誇りを感じることができる。 

 

２ 本計画における目標 

（１） 時間外在校等時間に関する目標 

項目 目標 令和6年度実績 

年間の 

時間外在校等時間の

縮減 

①1人あたりの平均年間時間外在校等時間を360時

間以内にする 
388時間23分 

②年間の時間外在校等時間が360時間を超える人数

を前年度よりも減少させる 
905人 

③年間の時間外在校等時間が720時間を超える人数

を早急にゼロにする 
254人 

月の 

時間外在校等時間の

縮減 

④月の時間外在校等時間が45時間を超える人数を 

ゼロにする 
1,024人 

 

①１人あたりの平均年間時間外在校等時間を３６０時間以内にする 

１人あたりの平均年間時間外在校等時間は、減少傾向にあるが、市規則で示された目標値

である年間３６０時間を上回っている。 

   本計画で定めた取組項目を確実に実行することで、引き続き長時間勤務を縮減する。 

 

②年間の時間外在校等時間が３６０時間を超える人数を前年度よりも減少させる 

   １年間の時間外在校等時間が市規則で定める原則の上限を超えている人数を着実に減少さ

せるために、目標として明記する。 

 

③年間の時間外在校等時間が７２０時間を超える人数を早急にゼロにする 

   市規則で定める例外の１年間の時間外在校等時間の上限である７２０時間を超える人数に

ついては、早急にゼロにする。 

 

④月の時間外在校等時間が４５時間を超える人数をゼロにする 

   市規則で定める原則の１か月の時間外在校等時間の上限を超えることがないようにする。 

 

 

 

 

 

※給特法指針及び市規則で上限として定める時間が、各教育職員が上限時間まで

業務を行うことを推奨するものではないことに留意する。 
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（２） 教育職員の心身の充実と働きがい等に関する目標 

項目 目標 令和6年度実績 

ストレスチェック 

①ストレスチェックにおける「働きがい」の値を3.9/5.0以上 

とする 
3.6/5.0 

②ストレスチェックにおける高ストレス者の割合を14％まで

減少させる 
17.8％ 

年次有給休暇 ③年次有給休暇の平均年間取得日数を16日以上にする 14.2日 

 

①ストレスチェックにおける「働きがい」の値を３．９/５．０以上とする 

  ストレスチェックにおける「働きがい」に関する項目について、肯定的回答の割合の向上を図る

とともに、その結果を活用して教育職員がやりがいや誇りを感じることができる職場環境づくり

を推進する。 

 

②ストレスチェックにおける高ストレス者の割合を１４％まで減少させる 

  ストレスチェック結果における高ストレス者の割合について、継続的な低減を図るとともに、 

長時間勤務の是正、業務量の平準化、相談体制の充実等を総合的に推進し、教育職員が安

心して勤務できる職場環境の整備に努める。 

 

③年次有給休暇の平均年間取得日数を１６日以上にする 

   すべての教育職員の仕事と生活の調和を実現するため、年次有給休暇を取得しやすい職場

環境の整備に努める。 

 

 

第４章 計画の期間                                        

本計画は、令和８年度から令和１１年度までの４年間を計画期間とする。 

なお、社会情勢の変化や年度ごとの取組検証の状況により、見直しの必要が生じた場合におい

ては、国や大阪府などの動向を踏まえて、適宜見直しを行う。 

 

 

第５章 実施する業務量管理・健康確保措置の内容                    

教育委員会では、本計画期間中の重点事項として、以下の内容に取り組む。 

※P１１の参考資料「学校と教師の業務の３分類（文部科学省）」参照 

 

１ 「業務の３分類」を踏まえた業務の見直し 

（１） 学校以外が担うべき業務 

① 登下校時の通学路における日常的な見守り活動等（「３分類」❶ 関係） 

・児童生徒の学校に登校する時間については、教育職員の勤務時間前であることを考慮し、 

各地域の実情を踏まえつつ、保護者の協力を得ながら検討する。セーフティボランティア制度

などを通じて、保護者・地域住民による通学路の見守り活動を推進する。 

    ② 放課後から夜間などにおける校外の見回り、児童生徒が補導された時の対応（「３分類」❷  
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関係） 

・放課後から夜間における見回りについては、保護者又は地域住民その他の関係者が担う体制

に委ねることとし、学校における自主的な見回りは原則行わないこととする。 

・補導連絡会等において、補導された児童生徒の引き取りについては、保護者が第一義的な責

任を負うことについて認識を共有する。 

③ 地域学校協働活動の関係者間の連絡調整等（「３分類」❹ 関係） 

・地域学校協働活動推進員を委嘱し、各中学校区や地域の実情に応じて、学校と連携を図りな

がら地域学校協働活動に係る連絡調整を行うことで、教育職員の負担軽減を促進する。 

④ 保護者等からの過剰な苦情や不当な要求等の学校では対応が困難な事案への対応（「３分  

類」❺ 関係） 

・児童生徒の健全な成長を念頭に置いた課題解決を図るため、教育委員会に設置の「学校問題

解決チーム」と「法務相談体制」の機能の拡充を図り、市長部局を含めた行政と、学校・家庭と

が連携・協力する体制を整備する。 

 

（２） 教師以外が積極的に参画すべき業務 

① 調査・統計等への回答（「３分類」❻ 関係） 

・校務支援システムの機能等を活用することによって、学校に発出される調査の回答に係る事務

負担を軽減する。また、教育委員会事務局各課から直接保護者へ、アプリや電子メール等のデ

ジタルツールを活用して案内や通知をする仕組みについて検討する。 

・学校事務体制の強化のため、共同学校事務室体制を推進する。また、学校事務職員の標準的

な職務内容を整理するとともに、業務量の精査を行い、適切な役割分担のもと安定的に執行す

るための事務体制を構築する。 

② 学校プールや体育館等の施設・設備の管理（「３分類」❾ 関係） 

・学校プールの管理について、試行的に実施している小学校水泳授業の民間事業者等への委託

状況を踏まえ、試行校数を拡大して行う。そのほか、給水業務委託や専門業者による設備点検

委託など、既に外部化しているものは、引き続き実施する。 

 ③ 部活動（「３分類」⓭ 関係） 

・生徒の豊かなスポーツ・文化芸術活動の実現を図るため、段階的に部活動の地域展開を進め

る。また、休養日及び活動時間については、「高槻市中学校部活動ガイドライン」を遵守するよう

徹底を図る。 

 

（３） 教師の業務だが、負担軽減を促進すべき業務 

① 給食の時間における対応（「３分類」⓮ 関係） 

・給食時に特別活動として行う食に関する指導については、栄養教諭又は学級担任等が実施し、

給食時における児童生徒の見守りについては、食物アレルギーを有する児童生徒又は特別な

支援を必要とする児童生徒に関する配慮事項等の情報を共有しておくなど、教育職員による

緊急時に備えた組織的な体制を構築した上で、教員業務支援員等を活用することで、学級担

任の負担軽減を促進する。 

② 授業準備、学習評価や成績処理（「３分類」⓯⓰ 関係） 

・授業準備や採点作業等を補助する教員業務支援員の配置効果を高める仕組みを整える。 

・校務支援システムや自動採点ソフト等を活用することによって、採点作業や成績処理等に係る

事務負担を軽減する。 
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  ③ 支援が必要な児童生徒・家庭への対応（「３分類」⓳ 関係） 

・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等の生徒指導関係の校内会議への参   

加を積極的に促し、専門的な知見を活用しつつ教育職員が連携・協働した支援体制を構築す

る。 

・教育委員会において、医療・福祉・警察等の関係機関と学校との連携に関する研修を計画的に

実施することで、学校が組織として関係機関と連携・協働し、適切な役割分担のもと支援を行う

ことができる体制を構築する。 

・児童生徒の障がいの状態等に応じて特別支援教育支援員（医療的ケア活動支援員、学校生活

介助支援員、学習活動支援員）の配置を行う。 

・不登校児童生徒への対応にあたっては、不登校児童生徒支援室（エスペランサ）及び校内    

教育支援センターの機能強化や、不登校等支援員等との連携・協働による効果的な指導・支

援を促進する。 

・日本語指導を必要とする児童生徒が円滑に学校生活を送ることができるよう、日本語指導         

協力員を学校へ派遣し、個々の状況に応じた支援体制の充実を図る。 

 

２ 学校における措置の推進 

学校における以下の措置を推進することで、教育職員が担う業務の適正化を図る。 

教育委員会は、学校の状況を把握するとともに、教育ＤＸの推進や多様な人材の効果的な配置

等の環境整備、研修の充実、事例の共有等を通して、学校の取組を支援する。 

 

（１） 学校運営に関すること 

① 各中学校区の保護者代表や地域住民で構成される学校運営協議会で、本計画に基づく業務

量管理・健康確保措置に関する内容を含めた学校運営に関する基本的な方針の審議・承認を

経て、保護者や地域の理解と協力を得ながら働き方改革の取組を推進する。 

② 各学校の学校評価に、本計画に基づいた学校の働き方改革に関する評価項目を設定し、学

校運営協議会が行う学校関係者評価を踏まえて取組状況を評価するとともに、その結果に基

づき組織的な改善方策を検討する。なお、学校評価の結果を踏まえて講じる改善の取組が業

務の増加につながらないよう留意する。 

 

（２） 学校組織に関すること 

① 管理職は、月ごとの教育職員の在校等時間を把握するとともに、日常的なコミュニケーション

や評価・育成システムにかかる面談等の機会を通して、効率的かつ効果的な業務の進め方に

ついて共に考えるなど、教育職員の働き方に対する意識の醸成を図る。また、学校組織全体

で、働き方改革の取組の方針や目的を共有するとともに、改善に向けた取組を出し合うなど、

働きやすい職場風土づくりに努める。 

② 学校教育目標達成に向けて、一部の教育職員に過度に業務が集中することを防ぎ、一人一

人が役割と責任を果たしながら業務を遂行できるよう、校務分掌を設定する。また、首席等のミ

ドルリーダーを活用した組織運営を行う。 

③ 校長のリーダーシップのもと、教育職員と多様な専門性や経験をもつ支援スタッフが連携・分

担する体制を構築する。 

④ 各学校における会議や研修等については、目的に沿った効果的な開催方法を検討するとと

もに設定した時間を厳守するなど勤務時間を意識した働き方を浸透させる。 
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（３） 教育課程等に関すること 

① 各学校の教育課程における年間総授業時数や週当たり授業時数については、年度当初の

計画段階で真に必要な時数となるよう設定する。特に、標準授業時数を大幅に上回ることのな

いよう留意する。清掃時間の見直しや、部活動等、放課後の活動時間の勤務時間内での設定

など、日課表の工夫を行う。 

② 学校行事等のこれまでの教育活動を見直す際には、取組本来の意義や目標と照らし、児童

生徒に必要な経験や教育的効果を考慮しながら、取組の精選、重点化、実施方法の変更等を

行う。 

 

（４） 業務の負担軽減に関すること 

① 教材や指導案等、教育職員の知識や経験を、学校内で適切に蓄積・共有する仕組みを整え

る。 

② 校務支援システムをはじめとした、教育ＤＸの推進や業務の見直しにより、事務作業の軽減

や業務の効率化を図る。 

③ 教員が授業準備や指導に集中できるよう、教員業務支援員等の支援スタッフと業務の連携・

分担を行う。 

 

３ 教育職員の健康及び福祉の確保に関する取組 

教育職員の健康及び福祉を確保するため、労働安全衛生法等の規定を遵守するとともに、以下

の内容に取り組む。 

 

（１） 労働安全衛生管理体制の整備 

① 定期健康診断を全校で実施するとともに、特別健康診断並びにその他の健康診断を対象者

や希望者に周知する。 

② 教育委員会は、各学校の衛生推進者等を対象に安全衛生に関する研修を実施する。  

③ 教育委員会に産業医資格を保有する医師を配置し、全教育職員を対象に、健康相談の実施

及び周知をする。 

④ 大阪メンタルヘルス総合センターを活用した臨床心理士等による面接相談を周知する。 

⑤ １か月あたりの時間外在校等時間が８０時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められ、職員から

申出がある場合、産業医又は医師による面接指導を実施する。 

⑥ 全校の対象職員に、年１回ストレスチェックを実施する。実施後の集団分析の結果等を活用

して職場環境の改善を推進する。また、高ストレスと判断された職員から申出があった場合、

産業医又は医師による面接指導を実施する。 

 

（２） 一斉退校日と学校閉庁日の設定 

① 学校の実情に応じて、１週間のうち平日１日は、部活動休養日等と合わせて教育職員が定時

で退勤する一斉退校日を設定し、その徹底を図る。 

② 長期休業期間中に学校閉庁日を３日設定し、その期間の延長について検討する。 

 

（３） １１時間を目安とする勤務間インターバルの確保 

前日の就業時刻から、翌日の始業時刻までの間に、１１時間以上の勤務間インターバルの確

保に努める。 
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（４） 休暇をまとめて取得しやすい環境の整備 

長期休業等において、年次有給休暇についてまとまった日数を連続して取得できるよう校長に

対して周知するとともに、教育職員の意識改革を促して市内学校全体で年次有給休暇をまとめて

取得しやすい環境を整備する。 

 

 

第６章 今後のフォローアップについて                    

 

１ 本計画の実施状況の把握と報告 

（１） 時間外在校等時間と年次有給休暇の取得に係る目標の達成状況については、本市で導入し   

ている出退勤管理システムで把握し、その他の目標については、ストレスチェックの結果から把

握する。 

（２） 取組の着実な実行を図るため、本計画に基づく取組の状況について、毎年度、定例の教育委

員会及び総合教育会議に報告する。 

 

２ 各学校の実施状況の把握と支援 

（１） 教育委員会において、各学校の状況を確認し、本計画の内容に照らして課題が見られるとき

は、当該学校に聞き取り・指導等を実施する。特に、時間外在校等時間が長時間となっている

教育職員がいる学校や、業務の持ち帰りや休憩時間の確保が課題となっている学校に対して

は、当該年度中に速やかに状況が改善されるよう、当該学校に対する個別の支援・指導を実

施する。 

（２） 各学校における働き方改革の取組が進むよう、様々な機会を捉え各学校へ本計画の周知を

行うとともに、管理職向けにマネジメント等に関する研修を充実させるなど、教育委員会からの

支援を強化する。各学校においては、校長をはじめとした管理職のリーダーシップのもと、学校

運営協議会における協議等も踏まえつつ、本計画に基づき、学校の働き方改革に向けた取組

を実施する。 

 

３ 保護者や地域住民等への周知 

保護者、地域の理解を促進するため、保護者や地域等に対して、本市における「業務の３分類」

をはじめとする業務量管理・健康確保措置の内容について周知を行うとともに、具体の項目につ

いて協力を得られるよう取り組む。 
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